諫早市立小長井学園　校章募集要項

1. 募集目的
令和１０年４月に開校する、本市で初めてとなる小中一貫教育を行う義務教育学校『諫早市立小長井学園』の校章を広く募集し、地域の自然や文化を象徴するデザインを選定します。

2. 応募資格
諫早市内外を問わず、児童・生徒、保護者、教職員、地域住民など、どなたでも応募可能です。

3. 応募作品の条件
・一人一点。
・オリジナルで未発表のデザインであること。
・小長井地域の自然（海・山・農業など）や地域文化を表現できること。
・シンプルで印象的なデザイン。
・色数は最大3色まで。モノクロでも認識できること。
・サイズは縦横15cm以内の正方形または円形が望ましい。
・デジタルデータ（JPEG、PNG、PDF）または手描き作品で応募可。
・既存のキャラクターやロゴマークは使用不可。

4. 応募方法
・応募用紙に必要事項（氏名、年齢、住所、連絡先、作品の意図や説明）を記入し、下記あて先へ郵送または持参してください。
・電子データで応募する場合は、専用の応募用紙と作品データを記録した媒体（CD-R等）を提出してください。
・応募用紙は、諫早市ホームページからダウンロードできます。
・令和８年８月３１日（月）の消印有効とします。

5. 募集期間
令和８年６月８日（月）～令和８年８月３１日（月）（必着）

6. 選考方法
・独創性、地域性、学校のイメージとの一致、実用性を基準に評価します。
・学校関係者及び地域代表による開校準備委員会で審査し、最優秀賞の作品を校章として採用します。

7. 結果発表
・採用された校章デザインを応募された方には、令和８年１１月中旬までに直接ご連絡する予定です。また、結果を市ホームページで発表するとともに、記念品を贈呈します。

８．留意事項
・応募にかかる費用は、応募者の負担とします。
・応募作品（応募用紙、CD-R等）は返却しません。
・応募にあたり、不備や虚偽がある場合、募集期間（郵送の場合、当日消印有効）が守られていない場合は無効となります。
・次に該当する場合は、選考の対象外となります。
　　（１）公序良俗に反する内容である場合
　　（２）誹謗中傷を含む場合
　　（３）著作権その他第三者の権利を侵害している場合
　　（４）本募集要領に反している場合
・応募作品について、第三者から権利侵害などの損害賠償が提起された場合は、応募者自らの責任と費用で解決していただきます。本市では一切の責任を負いかねます。
・郵送や電子メール等による作品の紛失については、本市は責任は負いません。
・応募いただいた際の受付通知および不採用通知は行いません。また、選考結果に関するお問い合わせには、一切応じることができません。
・グループで応募する場合は、共同著作者全員の同意を得たうえで応募してください。
・採用された校章デザインの著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利含む。）、商品化権、使用権、商標権その他一切の権利は、諫早市に全て帰属するものとし、応募者は、著作者人格権を行使しないものとします。
・応募者の個人情報は厳重に管理し、本件募集に関する用途以外には使用しません。ただし、採用された校章デザインを応募された方は、氏名、住所（市町村名まで）を市ホームページ等にて公表する場合があるのでご理解ください。
・応募作品については、原案の意向を尊重しながら、修正、加工、デジタル化などの調整をさせていただく場合があります。

9.個人情報に関する事項
応募に係る個人情報は厳重に管理し、応募内容の確認、作品の選考、選考結果の通知、採用作品の発表のために使用し、本応募に関すること以外の目的での使用や正当な理由なく第三者へ開示することはありません。

１０. 問い合わせ先
諫早市教育委員会　学校改革推進室（事務局）
[image: ] ◎ 住　所： 〒854-8601　長崎県諫早市東小路町7番1号
◎ 電　話： ０９５７－２２－１５００（内線：３７５７）
◎ F A X： ０９５７－２２－２８４０　　　
◎ メール： gakko_kaikaku@city.isahaya.nagasaki.jp
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